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議 事 要 旨

（１）金額審議

【第５次金額提示】
　　労側：９４９円（現行９４３円より　６円　引上げ　）
　　使側：９４０円（現行９４３円より　３円　引下げ　）

【第６次金額提示】
　　労側：９４８円（現行９４３円より　５円　引上げ　）
　　使側：９４２円（現行９４３円より　１円　引下げ　）

    第６次金額提示を行い、さらに公労、公使による協議を行ったが、意見の一
  致をみるに至らなかった。
　  このため、公益見解により２円引上げの時間額９４５円が提示がされた。
　　その結果全会一致となり、結審した。
　　以上により最低賃金審議会令第６条第５項を適用し、答申となった。
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